
1111
月
は
「
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
」

月
は
「
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
」

子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
を
守
る
た
め
に

健
康
福
祉
課
子
育
て
支
援
係
☎
34
・
2
0
9
8

　

オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン

に
は
「
子
ど
も
虐
待

防
止
」
と
い
う
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

一
人
で
も
多
く
の
人
た
ち
に
「
児
童
虐

待
防
止
」
に
関
心
を
持
っ
て
も
ら
い
、
子

ど
も
た
ち
の
笑
顔
を
守
る
た
め
に
一
人
ひ

と
り
に
何
が
で
き
る
の
か
を
考
え
る
機
会

に
し
ま
し
ょ
う
。

月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
午前 8時 30 分～午後 5時 15 分

町健康福祉課子育て支援係☎ 34-2098

土・日曜日、祝日、夜間（午後5時15分～午前8時30分）

児童家庭支援センターあすか☎ 44-5800

365 日 24 時間

県中央こども家庭相談センター☎ 0742-26-3788

連絡先

保
護
者
の
方
へ

　

子
育
て
を
し
て
い
れ
ば
、
誰
で
も
、
時

に
は
イ
ラ
立
ち
や
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
て
し

ま
う
も
の
。
自
分
だ
け
で
抱
え
込
ま
ず
、

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
話
を
聞
か
せ
て
く

だ
さ
い
。
一
緒
に
考
え
ま
す
。

子
ど
も
の
周
囲
に
い
る
人
へ　

　

あ
な
た
の
気
づ
き
が
、
保
護
者
の
支
援

に
つ
な
が
り
ま
す
。
虐
待
を
し
て
い
る
保

護
者
も
、
心
の
中
で
は
誰
か
に
止
め
て
も

ら
い
た
い
、
助
け
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

連
絡
す
る
こ
と
で
救
え
る
の
は
子
ど
も

だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
保
護
者
を
救
う

助
け
に
も
な
り
ま
す
。

性的虐待
子どもへの性的行為、

性的行為を見せる、ポ

ルノグラフィの被写体

とするなど

心理的虐待
言葉による脅し、無視、

兄弟姉妹での差別的扱い、

子どもの前で家族に対し

て暴力をふるうなど

身体的虐待
殴る、蹴る、たたく、

投げ落とす、激しく揺

さぶる、やけどを負わ

せるなど

ネグレスト
家に閉じ込める、乳幼児

を家に残して外出、衣服

の着替えや入浴など衣食

住が極端に不適切など

虐待を受けた子どもは

身体の成長に影響

心の発達に影響

子どもの将来に影響
虐
待
が
始
ま
る
き
っ
か
け　

　

さ
さ
い
な
き
っ
か
け
で
虐
待
は
始
ま
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
不
安
や
心
配

事
が
重
な
っ
て
虐
待
が
起
こ
り
や
す
く
な

り
ま
す
。

 

子
ど
も
が
泣
き
や
ま
な
い
、
か
ん
し
ゃ

く
が
激
し
い
な
ど
。

 
保
護
者
の
育
児
の
負
担
が
大
き
い
、
心

身
の
体
調
が
悪
い
な
ど
。

▲オレンジリボン

※ お近くの児童相談所につながります。

※ 連絡された人の秘密は固く守られます。

児童相談所全国共通ダイヤル
☎ 189（いちはやく）

　開かれた行政を推進し、住民参加のまちづくりを進め
ていくため、タウンミーティングを開催します。
　この集会は、主要な施策などについて説明を行い、町
政についてご理解を深めていただくとともに、町政に対
するご意見などを承るために行うものです。

※北中学校区の人を対象に開催しますが、それ以外
の人もご参加いただけます。

※満員になった場合、入場をお断りすることがあり
ます。

申込不要

場所　青垣生涯学習センター　2階研修室

対象　田原本北中学校区の人

日時 1111月月1212日日㈯午後 2 時～（2 時間程度）㈯午後 2 時～（2 時間程度）
町長との対話の集会

田原本町タウンミーティング
広報課広報係☎ 34-2069

情報ホットラインワイド版 町民の皆さんにお知らせしたい情報をドンと
拡大して掲載しています。

広報たわらもと 2016.11広報たわらもと 2016.11 8
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☎ 0744-32-2901
町役場の代表電話番号 税など 暮らし・環境 保険・年金 健康・福祉 子育て・教育

まちづくり 催し・講座 就職・募集 選挙 お知らせ
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平
成
28
年
度
臨
時
福
祉
給
付
金

支
給
対
象
者　

平
成
28
年
度
の
市
町
村
民

税
が
非
課
税
の
人

※ 

住
民
税
に
お
い
て
課
税
者
に
扶
養
さ
れ

て
い
る
人
、
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い

る
人
は
除
き
ま
す
。

障
害
・
遺
族
年
金
受
給
者
向
け

給
付
金
（
年
金
生
活
者
等
支
援

臨
時
福
祉
給
付
金
）

支
給
対
象
者　

平
成
28
年
度
臨
時
福
祉
給

付
金
の
対
象
者
で
、
平
成
28
年
5
月
分
の

障
害
基
礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年
金
を
受
給

し
て
い
る
人

※ 
高
齢
者
向
け
給
付
金
（
年
金
生
活
者
等

支
援
臨
時
福
祉
給
付
金
）
を
受
給
し
た

人
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

申
請
方
法

　

対
象
と
思
わ
れ
る
人
に
町
役
場
か
ら
申

2
つ
の
給
付
金
の
申
請
を
受
付
し
て
い
ま
す

「
平
成
28
年
度
臨
時
福
祉
給
付
金
」「
障
害
・
遺
族
年
金
受
給
者
向
け
給
付
金
」

町
臨
時
福
祉
給
付
金
等
給
付
事
業
実
施
本
部
☎
33
・
9
0
0
1

請
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
支
給
さ
れ
る

可
能
性
が
あ
る
人
は
必
要
事
項
を
記
入
・

押
印
の
う
え
、
添
付
書
類
（
本
人
確
認
書

類
、
通
帳
の
写
し
な
ど
）
と
合
わ
せ
て
、

同
封
の
返
信
用
封
筒
で
ご
返
送
く
だ
さ
い
。

※ 

提
出
さ
れ
た
申
請
書
に
基
づ
き
、
必
要

な
審
査
を
行
い
、そ
の
結
果
で
支
給（
不

支
給
）
の
決
定
を
行
い
ま
す
。
結
果
は

後
日
郵
送
し
ま
す
。

※ 

対
象
と
思
わ
れ
る
人
で
申
請
書
が
届
か

な
か
っ
た
人
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

※ 

事
業
内
容
に
つ
い
て
は
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
ま
た
は
広
報
10
月
号
の
折
込
チ

ラ
シ
な
ど
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申
請
受
付
窓
口　

　

田
原
本
町
臨
時
福
祉
給
付
金
等
給
付
事

業
実
施
本
部
（
健
康
福
祉
課
内
）

※ 

窓
口
は
込
み
合
う
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
郵
送
で
の
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
請
期
限

12
月
26
日
㈪

（
申
請
期
限
を
過
ぎ
る
と
受
付
で
き
ま
せ
ん
）

「
振
り
込
め
詐
欺
」や「
個
人
情
報
の
搾
取
」

に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

市
町
村
や
厚
生
労
働
省
（
の
職
員
）
な

ど
を
か
た
っ
た
不
審
な
電
話
や
郵
便
が

あ
っ
た
場
合
は
、
町
や
警
察
署
、
ま
た
は

警
察
相
談
専
用
電
話
（
#
9
1
1
0
）
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

本
町
は
、
昭
和
31
年
9
月
30
日
に
多
村
、

川
東
村
、
平
野
村
、
都
村
、
田
原
本
町
の

5
ヵ
町
村
が
合
併
し
本
年
で
60
周
年
を
迎

え
ま
す
。
そ
の
節
目
を
記
念
し
、
60
年
を

し
の
ぶ
風
景
か
ら
現
在
に
至
る
田
原
本
の

歴
史
を
感
じ
ら
れ
る
記
念
切
手
シ
ー
ト
を

作
成
し
ま
し
た
。
現
在
、
町
内
の
郵
便
局

（
簡
易
郵
便
局
は
除
く
）・
町
役
場
で
販
売

し
て
い
ま
す
。

　

ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
ご
購
入
く
だ
さ
い
。

※ 

在
庫
が
な
く
な
り
次
第
販
売
を
終
了
し

ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※ 

郵
便
局
の
販
売
に
関
し
て
は
、
郵
便
局

に
直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

田
原
本
町
合
併
60
周
年
記
念
切
手
を

販
売
し
て
い
ま
す

町
内
の
郵
便
局
（
簡
易
郵
便
局
は
除
く
）・
町
役
場
で
販
売総

合
政
策
課
☎
34
・
2
0
8
3

役場販売窓口　総合政策課（町役場 2階）
役場販売時間　午前 8時 30分～午後 5時
（土・日曜日、祝日を除く）
価格　1シート1,300円（82円切手10枚）

▲記念切手の見本（実際はカラーです）

▲日本郵便の矢﨑近畿支社長（左）からフレーム切手
を受け取る森町長
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